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進行協議開催 
年休裁判は７月４日大阪地裁において進行協議で開催されました。 

新年度に入り担当の裁判長が変更となり新たに担当となった裁判長より、今

裁判の争点の確認と会社側に対して年休発給に至る勤務指定の流れについて

説明を受ける場として設定されました。 

会社は進行協議手続資料「大阪第二運輸所における乗務員の年休取得者決

定に関わる流れ」を提出し説明を行いました。説明資料の中で「各日の業務

量（臨行路等）及び年休の届け出の多寡に考慮しながら、予備担当乗務員に

付与する公休及び特休の数を調整。」という項目について裁判官から具体的

に公休、特休の数をどのように決めるのか説明を求められましたが会社側代

理人は具体的な説明が出来ず何度も中座して支社課員に尋ねに行く場面があ

りました。最終的に納得のいく説明ができないまま終了した模様でした。 

２０１７年１１月２８日、同日に提訴した東京地裁における年休裁判は被

告会社側、原告側の証人尋問が終了し９月２２日までに最終準備書面を提出

し結審、判決を迎えるに至っています。 

 

次回第２０回弁論期日 

９月５日１６時から 

大阪地裁８０９号法廷 


